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（
総
務
委
員
会
）

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
八
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
性
に
関
す
る
比
率
の
公
表
の
制
度
を
設
け
、
そ
の
比
率
に
応
じ
て
、
地
方
公

共
団
体
が
財
政
健
全
化
計
画
等
を
策
定
す
る
制
度
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
の
実
施
の
促
進
を
図
る
た
め
の
行
財
政
上

の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
健
全
化
判
断
比
率
の
公
表

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
毎
年
度
、
前
年
度
決
算
の
提
出
を
受
け
た
後
、
速
や
か
に
、
健
全
化
判
断
比
率
及
び
そ
の
算
定

基
礎
を
記
載
し
た
書
類
を
監
査
委
員
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
意
見
を
付
け
て
当
該
比
率
を
議
会
に
報
告
し
、
か
つ
、
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
財
政
の
早
期
健
全
化

１

地
方
公
共
団
体
は
、
健
全
化
判
断
比
率
の
い
ず
れ
か
が
早
期
健
全
化
基
準
以
上
の
場
合
に
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、

財
政
健
全
化
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

財
政
健
全
化
計
画
を
定
め
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
毎
年
度
、
計
画
の
実
施
状
況
を
議
会
に
報
告
し
、
か
つ
、

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
財
政
の
再
生

１

地
方
公
共
団
体
は
、
再
生
判
断
比
率
の
い
ず
れ
か
が
財
政
再
生
基
準
以
上
の
場
合
に
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、
財
政

再
生
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

地
方
公
共
団
体
は
財
政
再
生
計
画
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
経
て
総
務
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

四
、
公
営
企
業
の
経
営
の
健
全
化

１

公
営
企
業
を
経
営
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
毎
年
度
、
当
該
公
営
企
業
の
前
年
度
決
算
の
提
出
を
受
け
た
後
、
速

や
か
に
、
資
金
不
足
比
率
及
び
そ
の
算
定
基
礎
を
記
載
し
た
書
類
を
監
査
委
員
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
意
見
を
付
け
て
当

該
比
率
を
議
会
に
報
告
し
、
か
つ
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

地
方
公
共
団
体
は
、
公
営
企
業
の
資
金
不
足
比
率
が
経
営
健
全
化
基
準
以
上
の
場
合
に
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、
経

営
健
全
化
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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五
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
健
全
化
判
断
比
率
の
公
表
、
資
金
不
足
比
率
の

公
表
等
に
関
す
る
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。

２

地
方
財
政
再
建
促
進
特
別
措
置
法
は
廃
止
す
る
。


